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は
じ
め
に

　

タ
イ
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に

タ
ム
ボ
ン
自
治
体
が
創
設
さ
れ
て
以
降
、

農
村
部
の
地
方
分
権
化
が
進
ん
だ
。
二

〇
〇
〇
年
代
に
は
、
中
央
省
庁
か
ら
自

治
体
へ
の
予
算
・
業
務
の
一
部
移
譲
、

首
長
の
直
接
公
選
制
も
進
み
、
中
央
主

導
の
地
方
行
政
制
度
に
加
え
て
住
民
自

治
を
基
礎
と
す
る
地
方
自
治
の
制
度
が

確
立
さ
れ
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
四
年

五
月
二
二
日
の
軍
ク
ー
デ
タ
以
降
、
国

会
議
員
や
政
党
の
金
権
体
質
を
糾
弾
す

る
中
央
の
政
争
が
地
方
自
治
体
に
も
飛

び
火
し
、
自
治
体
予
算
や
業
務
が
相
次

い
で
見
直
さ
れ
る
な
ど
、
タ
イ
の
地
方

自
治
体
運
営
が
揺
ら
ぎ
始
め
て
い
る
。

ク
ー
デ
タ
後
の
統
治
を
担
う
国
家
平
和

秩
序
維
持
評
議
会
（T

he N
ational 

Council for Peace and O
rder

：
Ｎ

Ｃ
Ｐ
Ｏ
）
は
、
早
く
も
二
〇
一
四
年
五

月
三
一
日
に
は
自
治
体
の
新
た
な
首
長

選
挙
を
順
延
し
、
農
村
へ
の
分
配
政
策

の
一
部
を
自
治
体
で
は
な
く
内
務
省
直

轄
の
地
方
行
政
を
通
じ
て
実
施
し
始
め

た
。
二
〇
一
六
年
八
月
七
日
、
国
民
投

票
で
承
認
さ
れ
た
二
〇
一
六
年
憲
法
草

案
に
お
い
て
は
、
中
央
の
官
僚
主
導
の

統
治
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
、
草
案
に
掲

げ
ら
れ
た
九
つ
の
目
標
の
ひ
と
つ
に

「
自
治
体
運
営
の
透
明
化
」
が
明
記
さ

れ
た
。
本
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
ま
ず
一
九

九
〇
年
代
末
か
ら
進
ん
だ
タ
イ
地
方
分

権
化
の
特
徴
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
地
方

政
治
の
変
化
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
概

括
す
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
四
年
以
後

の
汚
職
撲
滅
運
動
、
二
〇
一
五
年
か
ら

プ
ラ
ユ
ッ
ト
暫
定
政
権
が
推
進
す
る
政

策
に
お
い
て
、
地
方
自
治
体
問
題
が
い

か
な
る
位
置
づ
け
に
あ
る
か
、
そ
の
現

状
を
把
握
す
る
。

●�

地
方
行
政
・
地
方
自
治
が
並
立

す
る
タ
イ
の
地
方
統
治
制
度

　

地
方
分
権
化
改
革
か
ら
二
〇
年
を
経

た
今
、
プ
ラ
ユ
ッ
ト
政
権
は
分
権
化
の

進
行
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
、
一
部
の
地

方
開
発
政
策
を
自
治
体
を
経
由
し
な
い

形
の
実
施
に
切
り
替
え
て
い
る
。
な
ぜ

タ
イ
で
は
、
こ
う
し
た
政
策
変
更
が
容

易
に
行
え
る
の
か
。
そ
の
背
景
に
は
、

中
央
直
轄
の
地
方
行
政
制
度
を
残
し
た

ま
ま
、
同
じ
区
画
に
自
治
体
を
重
ね
て

発
足
・
運
営
さ
せ
た
タ
イ
の
地
方
統
治

制
度
⑴
の
二
層
制
が
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
い
。

　

図
１
か
ら
二
層
制
の
具
体
像
を
把
握

し
た
い
。
タ
イ
で
は
、
一
九
三
五
年
か

ら
一
部
都
市
だ
け
に
自
治
体
で
あ
る
テ

ー
サ
バ
ー
ン
を
置
き
、
長
ら
く
都
市
住

民
だ
け
に
自
治
を
認
め
て
き
た
。
し
か

し
、
一
九
九
〇
年
代
の
民
主
化
理
念
を

反
映
し
た
一
九
九
七
年
タ
イ
王
国
憲
法

（
以
下
、
一
九
九
七
年
憲
法
と
略
）
の

制
定
以
後
、
農
村
部
に
も
分
権
化
改
革

が
及
び
、
図
１
の
と
お
り
全
国
の
県
・

タ
ム
ボ
ン
行
政
区
（
地
方
行
政
体
）
と

同
レ
ベ
ル
に
地
方
自
治
体
が
並
置
さ
れ

た
。
一
九
九
五
～
九
七
年
、
農
村
部
に

六
〇
〇
〇
を
超
え
る
タ
ム
ボ
ン
自
治
体

が
創
設
さ
れ
、
郡
の
都
市
部
に
も
テ
ー

サ
バ
ー
ン
が
新
設
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、

自
治
体
の
数
は
二
〇
〇
七
年
に
タ
ム
ボ

ン
自
治
体
六
六
一
六
、
テ
ー
サ
バ
ー
ン

一
一
五
六
に
達
し
、
小
規
模
自
治
体
が

多
数
を
占
め
る
地
方
自
治
制
度
が
成
立

し
た
⑵
。
地
方
分
権
化
に
先
行
し
て
タ

イ
の
地
方
行
政
（
県
・
郡
・
タ
ム
ボ
ン

行
政
区
・
村
）
を
担
っ
て
き
た
の
は
、

中
央
か
ら
内
務
省
が
派
遣
す
る
県
知
事

と
郡
長
、
下
位
の
タ
ム
ボ
ン
行
政
区
の

カ
ム
ナ
ン
と
村
長
で
あ
っ
た
。
カ
ム
ナ

ン
と
村
長
は
、
選
挙
で
選
ば
れ
る
と
六

〇
歳
の
定
年
ま
で
地
位
を
追
わ
れ
な
い

準
公
務
員
と
し
て
国
の
政
策
（
治
安
維

持
や
人
口
登
録
な
ど
）
を
実
施
し
て
い

る
。
地
方
行
政
体
の
長
は
、
自
治
体
の

管
理
監
督
権
を
も
つ
こ
と
か
ら
「
ガ
バ

メ
ン
ト
規
律
の
強
い
地
方
分
権
」（
参

考
文
献
①
一
一
〇
ペ
ー
ジ
）
が
進
め
ら

れ
て
き
た
⑶
。

　

農
村
部
の
分
権
化
を
推
進
し
た
一
九

九
七
年
憲
法
は
、
地
方
自
治
体
へ
の
住

民
参
加
と
一
定
の
自
律
を
認
め
（
住
民

自
治
の
原
則
）、
そ
の
後
一
九
九
九
年

「
地
方
分
権
計
画
及
び
手
順
規
定
法
」

（
以
下
、
地
方
分
権
推
進
法
と
略
）
の

整
備
に
よ
り
、
自
治
体
の
国
家
予
算
に

分析リポート

タ
イ
地
方
自
治
制
度
の
揺
ら
ぎ

―
Ｎ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
統
治
下
の
汚
職
撲
滅
運
動
と
地
方
行
政
へ
の
回
帰
―

船
津 

鶴
代
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占
め
る
割
合
が
確
定
さ
れ
、
予
算
と
権

限
の
移
譲
が
徐
々
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。

首
相
府
に
は
中
立
的
立
場
か
ら
自
治
体

と
内
務
省
の
間
を
仲
介
す
る
地
方
分
権

委
員
会
が
常
設
さ
れ
、
同
委
員
会
の
も

と
で
、
中
央
省
庁
か
ら
自
治
体
へ
の
業

務
移
譲
の
手
順
が
整
え
ら
れ
、
住
民
自

治
の
理
念
を
具
体
化
し
た
首
長
の
直
接

選
挙
も
二
〇
〇
三
年
か
ら
漸
次
導
入
さ

れ
た
。
予
算
面
で
は
、
二
〇
〇
一
年
ま

で
に
国
家
予
算
の
二
〇
％
を
自
治
体
に

配
布
す
る
規
定
が
実
現
し
、
二
〇
一
六

年
現
在
、
二
七
～
二
八
％
を
超
え
る
国

家
予
算
が
補
助
金
等
と
し
て
自
治
体
に

配
分
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
四
年
五
月
ク
ー

デ
タ
後
、
タ
イ
の
全
権
を
掌
握
し
た
Ｎ

Ｃ
Ｐ
Ｏ
は
、
政
治
改
革
運
動
の
一
環
と

し
て
自
治
体
の
汚
職
撲
滅
運
動
を
始
め
、

首
長
の
海
外
・
国
内
視
察
を
無
駄
遣
い

と
し
て
予
算
凍
結
し
、
国
家
会
計
監
査

委
員
会
に
よ
る
自
治
体
財
政
の
監
査
を

始
め
た
。
ま
た
ク
ー
デ
タ
前
に
は
制
度

廃
止
論
ま
で
あ
っ
た
地
方
行
政
の
カ
ム

ナ
ン
・
村
長
は
、
Ｎ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
統
治
下
で

い
っ
き
に
権
限
回
復
を
求
め
る
示
威
行

動
を
強
め
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
自
治
体
へ
の
逆
風
に
対
し

て
、
地
方
分
権
推
進
法
の
制
定
に
も
関

わ
っ
た
ウ
テ
ィ
サ
ー
ン
・
タ
ン
チ
ャ
イ

准
教
授
（
国
会
付
属
機
関
プ
ラ
ポ
ッ
ク

ク
ラ
オ
学
院
・
学
院
長
）
は
、「
自
治

体
は
、
住
民
意
識
に
根
差
し
て
地
域
住

民
の
要
請
に
答
え
る
団
体
と
し
て
機
能

し
て
い
る
。
草
の
根
民
主
主
義
を
タ
イ

農
村
部
に
広
め
た
そ
の
役
割
は
否
定
で

き
な
い
」「
我
々
は
地
方
自
治
体
へ
の

偏
見
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
主
張
し
、
地
方
分
権
化
の
利
点

と
自
治
体
制
度
の
意
義
に
つ
い
て
反
論

し
た
（
参
考
文
献
②
③
）。
こ
の
ほ
か
、

ウ
ィ
エ
ン
ラ
ッ
ト
・
ネ
テ
ィ
ポ
ー
（
チ

ュ
ラ
ー
ロ
ン
コ
ー
ン
大
学
政
治
学
部
准

教
授
）
も
、
そ
の
著
書
『
投
票
箱
と
ブ

ン
ク
ン
―
―
選
挙
政
治
と
庇
護
関
係

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
変
容
―
―
』
に
お
い

て
、
特
定
家
系
や
ビ
ジ
ネ
ス
に
よ
る
ボ

ス
支
配
が
進
ん
だ
タ
イ
の
地
方
政
治
が
、

自
治
体
の
直
接
選
挙
後
に
変
化
の
兆
し

を
み
せ
、
自
治
体
首
長
を
集
票
人
に
自

治
体
の
意
向
を
反
映
す
る
政
治
的
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
生
ま
れ
て
き
た
と
分
析
す

る
（
参
考
文
献
④
一
四
〇
～
一
四
二
ペ

ー
ジ
）。
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
が
一
〇

年
前
に
実
施
し
た
自
治
体
サ
ー
ベ
イ
も

同
様
に
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
め
の
自
治

体
選
挙
が
農
村
部
に
も
た
ら
し
た
イ
ン

パ
ク
ト
の
強
さ
を
裏
付
け
て
い
る
。
次

節
で
は
そ
の
要
点
を
振
り
返
り
、
現
在

の
地
方
自
治
体
問
題
を
論
じ
る
材
料
と

し
た
い
。

図 1　タイの地方行政・地方自治制度の模式図（2002 年 10 月以降）

（出所）参考文献① 111 ページより引用。
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二
〇
〇
〇
年
代
初
め
の
農
村
部

自
治
体
の
変
化

　

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
と
タ
マ
サ
ー
ト

大
学
政
治
学
部
は
、
内
務
省
の
協
力
を

得
て
二
〇
〇
六
年
六
～
八
月
に
タ
イ
地

方
自
治
体
サ
ー
ベ
イ
（
以
下
、
二
〇
〇

六
年
サ
ー
ベ
イ
）
を
実
施
し
た
。
二
〇

〇
六
年
サ
ー
ベ
イ
で
は
、バ
ン
コ
ク
都
・

パ
ッ
タ
ヤ
ー
市
を
除
く
全
自
治
体
に
郵

送
法
で
調
査
票
を
配
布
し
、
三
〇
県
自

治
体
（
母
集
団
七
五
）、
三
七
九
テ
ー

サ
バ
ー
ン
（
母
集
団
一

一
五
六
）、
二
三
五
五

タ
ム
ボ
ン
自
治
体
（
母

集
団
六
六
二
四
）
の
計

二
七
六
四
自
治
体
か
ら

有
効
回
答
を
得
た
（
参

考
文
献
⑤
）。

　

表
１
は
、
都
市
・
農

村
自
治
体
の
首
長
の
職

業
的
背
景
に
つ
い
て
直

接
・
間
接
選
挙
制
を
比

較
し
、
後
に
導
入
さ
れ

た
直
接
選
挙
の
効
果
を

推
測
し
て
い
る
。
一
九

九
〇
年
代
半
ば
の
自
治

体
創
設
後
、
し
ば
ら
く

自
治
体
議
会
議
員
の
互

選
に
よ
り
首
長
を
選
ぶ

旧
方
式
（
間
接
選
挙
）

が
採
用
さ
れ
た
。
二
〇

〇
三
年
に
始
ま
る
直
接
公
選
制
へ
の
移

行
期
に
あ
た
る
二
〇
〇
六
年
サ
ー
ベ
イ

で
は
、
自
治
体
間
に
混
在
す
る
二
つ
の

選
挙
制
度
を
対
比
し
た
分
析
が
可
能
で

あ
っ
た
。
首
長
公
選
制
を
導
入
す
る
前
、

タ
イ
の
識
者
や
官
僚
は
「
直
接
選
挙
権

を
自
治
体
住
民
に
与
え
る
と
、
金
権
政

治
の
傾
向
が
強
ま
り
ビ
ジ
ネ
ス
所
有
者

が
自
治
体
の
首
長
職
を
独
占
す
る
の
で

は
」
と
の
危
惧
を
表
明
し
て
い
た
。
し

か
し
予
想
に
反
し
、
直
接
選
挙
後
は
住

民
に
身
近
な
農
民
・
教
員
出
身
の
首
長

が
多
数
を
占
め
る
現
象
が
み
ら
れ
る
。

表
１
か
ら
間
接
選
挙
で
の
最
頻
値
を
み

る
と
、
都
市
で
は
ビ
ジ
ネ
ス
所
有
者
出

身
の
首
長
が
五
〇
・
〇
％
、
農
村
で
は

ビ
ジ
ネ
ス
所
有
者
・
農
民
出
身
の
首
長

が
そ
れ
ぞ
れ
三
五
・
〇
％
と
三
六
・
八

％
を
占
め
る
。
と
こ
ろ
が
、
直
接
選
挙

に
移
行
し
た
農
村
部
自
治
体
で
は
、
ビ

ジ
ネ
ス
所
有
者
の
首
長
の
比
率
が
二

二
・
一
％
に
減
り
、
農
民
（
四
四
・
一

％
）
と
教
員
出
身
者
（
一
四
・
九
％
）

の
比
率
が
統
計
的
に
有
意
に
高
く
、
い

わ
ば
地
方
の
非
エ
リ
ー
ト
層
か
ら
合
わ

せ
て
約
六
割
の
首
長
が
登
場
し
た
こ
と

を
裏
付
け
る
。
さ
ら
に
当
時
の
直
接
選

挙
後
の
自
治
体
で
は
、
公
約
を
守
ら
な

い
地
元
の
支
配
的
家
系
の
首
長
が
落
選

し
た
り
、
住
民
の
リ
コ
ー
ル
運
動
が
展

開
さ
れ
た
り
す
る
事
例
が
頻
繁
に
報
じ

ら
れ
、
投
票
権
を
え
た
農
村
部
住
民
が

自
治
体
の
選
挙
を
通
じ
て
、
民
意
を
有

効
に
あ
ら
わ
し
始
め
た
様
子
が
確
認
さ

れ
て
い
る
（
参
考
文
献
⑤
・
⑦
）。

　

ま
た
、
二
〇
〇
六
年
サ
ー
ベ
イ
は
、

政
党
の
地
方
展
開
が
進
ん
だ
タ
ッ
ク
シ

ン
政
権
終
盤
に
実
施
さ
れ
て
お
り
（
二

〇
〇
六
年
九
月
ク
ー
デ
タ
で
首
相
は
海

外
亡
命
）、
当
時
の
国
会
議
員
と
自
治

体
首
長
の
政
治
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
生

じ
た
兆
し
も
デ
ー
タ
か
ら
う
か
が
え
る
。

表
２
は
、
自
治
体
首
長
が
地
元
選
挙
区

の
国
会
議
員
に
陳
情
し
た
か
、
陳
情
後

に
予
算
支
援
を
得
ら
れ
た
か
、
に
つ
い

て
回
答
結
果
を
示
し
て
い
る
。
タ
イ
の

自
治
体
予
算
に
は
、
国
会
議
員
の
裁
量

で
配
布
で
き
る
「
特
定
事
業
補
助
金
」

の
枠
が
あ
り
、
表
２
か
ら
多
く
の
自
治

体
首
長
が
国
会
議
員
の
支
援
を
取
り
付

け
、
中
央
―
地
方
間
に
垂
直
的
な
政
治

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
始
め
た
可

能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。
ま
た
表
２
か
ら
、

農
村
自
治
体
で
は
エ
リ
ー
ト
出
身
（
ビ

ジ
ネ
ス
所
有
者
と
元
官
僚
）
首
長
の
方

が
、
国
会
議
員
の
支
援
を
え
や
す
い
傾

向
も
有
意
に
現
れ
て
い
る
。
地
方
自
治

体
に
配
布
さ
れ
る
予
算
実
額
は
、
二
〇

〇
六
年
九
月
ク
ー
デ
タ
以
後
も
国
家
歳

入
の
伸
び
に
呼
応
し
て
拡
大
し
た
。
与

党
が
タ
ッ
ク
シ
ン
系
政
党
で
あ
れ
反
タ

ッ
ク
シ
ン
系
政
党
で
あ
れ
、
民
政
下
で

は
農
村
へ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
分
配
政

策
が
継
続
さ
れ
た
た
め
、
自
治
体
は
地

元
の
開
発
に
必
要
な
予
算
を
確
保
で
き

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

二
〇
〇
六
年
九
月
ク
ー
デ
タ
後
、
軍

政
と
旧
タ
ッ
ク
シ
ン
系
政
党
が
一
〇
年

に
及
ぶ
対
立
劇
を
繰
り
返
し
、
中
央
政

治
の
混
迷
が
続
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

地
方
の
開
発
政
策
や
住
民
サ
ー
ビ
ス
は

滞
ら
ず
に
進
ん
だ
背
景
に
は
、
地
方
の

自
治
体
が
住
民
生
活
の
安
定
化
装
置
と

表 1　都市・農村自治体首長の職業的背景：直接・間接選挙間の比較
� （単位：%）

ビジネス
所有者

民間
被雇用者

農民
教員・
教授

元官僚・
軍人

その他 計

直接選挙

　都市自治体 49.2 3.3� 13.4� 13.8� 4.4� 15.9�
100
(N=246)

　農村自治体 22.1 3.8� 44.1 14.9 4.6� 10.5�
100
(N=1759)

　直接選挙計 25.4� 3.7� 40.3 14.8� 4.6� 11.2�
100
(N=2005)

間接選挙

　都市自治体 50.0 0.0� 18.3� 11.5� 5.7� 14.5�
100
(N=104)

　農村自治体 35.0 7.4� 36.8 8.0 3.7� 9.3�
100
(N=163)

　間接選挙計 40.8 4.5� 29.6� 9.4� 4.5� 11.2�
100
(N=267)

（注）�太字の数値はそれぞれの自治体カテゴリーでの最頻値を示し、下線の数値は農村自
治体で変化の大きい項目を示す。

（出所）アジ研が 2006 年に行った自治体サーベイより筆者作成。
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タイ地方自治制度の揺らぎ―NCPO統治下の汚職撲滅運動と地方行政への回帰―

し
て
機
能
し
て
き
た
役
割
を
指
摘
で
き

よ
う
。

●�
Ｎ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
の
汚
職
撲
滅
運
動
と

地
方
自
治
体

　

こ
う
し
た
役
割
に
も
拘
わ
ら
ず
、
二

〇
一
四
年
五
月
二
二
日
ク
ー
デ
タ
直
後

か
ら
、
Ｎ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
は
「
地
方
自
治
体
の

多
く
に
汚
職
と
不
規
則
な
予
算
使
用
の

疑
い
が
あ
り
、
軌
道
修
正
が
必
要
」

（Bangkok post

紙 O
ctober 29, 

2014

）
と
し
て
、
地
方
自
治
体
を
汚
職

撲
滅
運
動
と
政
治
改
革
の
対
象
に
掲
げ

た
。
こ
う
し
た
運
動
は
、
バ
ン
コ
ク
住

民
の
一
部
に
根
強
い
地
方
自
治
体
へ
の

偏
見
、
金
権
政
治
へ
の
拒
否
感
と
相
ま

っ
て
、
ク
ー
デ
タ
支
持
を
取
り
付
け
る

材
料
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
Ｎ
Ｃ
Ｐ

Ｏ
統
治
下
の
①
自
治
体
選
挙
の
停
止
、

②
汚
職
摘
発
運
動
、
③
予
算
項
目
の
削

減
、
の
動
き
を
取
り
上
げ
、
現
政
権
の

指
摘
す
る
地
方
自
治
体
問
題
と
改
革
の

現
状
を
報
告
す
る
。

①�

自
治
体
選
挙
の
停
止

　

二
〇
一
四
年
五
月
三
一
日
、
五
人
以

上
の
政
治
集
会
を
禁
じ
た
戒
厳
令
の
一

環
と
し
て
、
自
治
体
選
挙
の
停
止
が
命

じ
ら
れ
た
（
国
家
平
和
秩
序
維
持
評
議

会
布
告N
o.51/2557

）。
そ
の
後
し
ば

ら
く
、
各
地
域
の
内
務
省
関
係
者
に
よ

り
、
地
元
教
員
や
元
官
僚
か
ら
選
抜
さ

れ
た
首
長
・
議
会
議
員
の
選
任
・
派
遣

の
方
針
が
立
て
ら
れ
た
。
し
か
し
、
地

元
の
人
材
不
足
や
自
治
体
運
営
の
混
乱

か
ら
実
現
は
困
難
で
あ
り
、
同
年
七
月

一
〇
日
に
は
Ｎ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
も
方
針
を
転
換

し
、
首
長
や
自
治
体
議
会
の
任
期
終
了

後
も
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
首
長
や
議
会

議
員
が
元
の
自
治
体
に
留
ま
り
、
首
長

代
理
・
議
員
代
理
の
職
を
継
続
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
一
六
年
七
月
現

在
、
こ
の
よ
う
な
形
で
元
首
長
が
職
務

を
継
続
す
る
自
治
体
は
一
九
二
三
カ
所
、

首
長
が
継
続
を
希
望
し
な
い
・
汚
職
審

査
中
・
死
去
等
で
外
部
か
ら
の
任
命
者

（
助
役
な
ど
）
が
首
長
を
務
め
る
自
治

体
は
一
九
九
カ
所
と
な
っ
て
い
る
（
内

務
省
地
方
自
治
振
興
局
分
権
推
進
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
課
二
〇
一
六
年
七
月
一
五
日

付
資
料
よ
り
）。
次
の
自
治
体
選
挙
が

行
わ
れ
る
ま
で
、
地
元
住
民
が
選
出
し

た
元
首
長
や
元
議
会
議
員
が
運
営
を
代

行
す
る
形
は
、
自
治
体
に
よ
る
サ
ー
ビ

ス
の
混
乱
を
収
束
し
、
首
長
や
議
会
の

正
統
性
を
確
保
す
る
う
え
で
、
重
要
な

軌
道
修
正
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。

②
汚
職
撲
滅
運
動

　

前
記
の
現
実
的
な
対
応
の
傍
ら
、
国

家
会
計
検
査
委
員
会
な
ど
の
行
政
査
察

を
通
じ
て
、
自
治
体
の
不
適
切
な
支
出

や
汚
職
が
疑
わ
れ
る
自
治
体
首
長
や
助

役
の
摘
発
が
続
い
て
い
る
。
タ
イ
官
報

に
掲
載
さ
れ
る
国
家
平
和
秩
序
維
持
評

議
会
布
告
に
は
、
汚
職
調
査
の
対
象
と

さ
れ
た
公
務
員
の
名
前
と
所
属
が
、
真

偽
を
確
定
す
る
前
か
ら
実
名
入
り
で
記

載
さ
れ
、
自
治
体
首
長
の
恐
怖
心
を
煽

っ
て
い
る
⑷
。
布
告
の
リ
ス
ト
に
は
毎

回
、
在
職
中
の
自
治
体
首
長
数
十
名
の

名
が
記
載
さ
れ
、
そ
の
汚
職
の
疑
い
に

つ
い
て
全
国
に
名
が
知
ら
れ
る
仕
組
み

に
な
っ
て
い
る
。

　

Ｎ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
統
治
下
で
明
ら
か
に
さ
れ

た
自
治
体
の
不
適
切
な
支
出
例
を
挙
げ

れ
ば
、
⑴
首
長
の
海
外
視
察
、
⑵
地
域

の
寺
の
普
請
に
自
治
体
予
算
か
ら
寄
進

さ
れ
た
二
〇
〇
万
バ
ー
ツ
、
⑶
仏
教
行

事
へ
の
高
額
補
助
な
ど
、
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
大
多
数
の
テ
ー
サ
バ

ー
ン
自
治
体
が
、
タ
イ
国
テ
ー
サ
バ
ー

ン
協
会
に
予
算
の
二
・
五
％
を
拠
出
し

て
き
た
慣
例
も
、
年
七
五
万
バ
ー
ツ
を

上
限
と
す
る
規
定
に
改
め
ら
れ
た
。
ま

た
、
学
校
給
食
用
牛
乳
を
自
治
体
に
納

入
し
て
き
た
協
同
組
合
が
、
学
校
専
用

ラ
べ
ル
の
余
っ
た
牛
乳
パ
ッ
ク
を
別
ル

ー
ト
に
横
流
し
し
た
事
件
も
、
自
治
体

業
務
の
周
辺
で
生
じ
た
不
正
事
件
と
し

て
大
き
く
報
じ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
自

治
体
事
業
の
適
正
化
が
進
む
一
方
で
、

摘
発
さ
れ
た
事
案
の
な
か
に
、
自
治
体

議
会
が
承
認
し
た
政
策
や
首
長
が
選
挙

公
約
と
し
た
政
策
で
あ
る
の
に
、
内
務

省
の
予
算
支
出
細
則
が
な
か
っ
た
だ
け

の
理
由
で
不
正
と
さ
れ
た
も
の
も
含
ま

れ
た
（
地
方
分
権
委
員
会
で
の
二
〇
一

六
年
七
月
二
六
日
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）。

自
治
体
首
長
の
間
に
は
、「
不
正
疑
惑

を
か
け
ら
れ
る
く
ら
い
な
ら
、
自
治
体

で
独
自
事
業
は
し
な
い
方
が
よ
い
」
と

い
う
空
気
も
流
れ
始
め
て
い
る
（
前
述

ウ
テ
ィ
サ
ー
ン
氏
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
二
〇

一
六
年
七
月
二
五
日
）。

③
特
定
事
業
予
算
と
項
目
の
削
減

　

ま
た
二
〇
一
六
年
以
降
、
プ
ラ
ユ
ッ

ト
政
権
は
中
央
政
府
か
ら
自
治
体
へ
の

補
助
金
支
出
を
削
減
す
る
方
針
を
打
ち

表 2　都市・農村における地元選出国会議員への予算陳情：
自治体首長の出身階層別

� （単位：%）
�地元国会議員からの予算支援 合計支援を得た 得られなかった

都市自治体��（N=176）
　ビジネス・官僚出身 76.9 23.1 100.0（N=117）
　農民・教員出身 79.7 20.3 100.0（N=59）
農村自治体（N=1,288）**
　ビジネス・官僚出身 85.2 14.8 100.0（N=445）
　農民・教員出身 77.1 22.9 100.0（N=843）
（注）　**�p<�0.001。
（出所）表 1と同じ。
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出
し
、
予
算
面
で
二
つ
の
大
き
な
変
動

が
生
じ
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
の
自
治

体
予
算
策
定
に
お
い
て
は
、
プ
ラ
ユ
ッ

ト
政
権
が
景
気
浮
揚
を
目
指
す
緊
急
事

業
と
し
て
「
村
落
水
道
、
く
み
上
げ
式

ポ
ン
プ
、
道
路
補
修
等
」
に
限
っ
て
自

治
体
支
出
を
承
認
し
、「
特
定
事
業
補

助
金
」
が
二
〇
〇
億
バ
ー
ツ
増
や
さ
れ

た
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
六
年
に
提
案

さ
れ
た
農
村
部「
村
落
基
金
」政
策（
一

村
落
五
〇
万
バ
ー
ツ
を
上
限
に
全
国
農

村
に
三
五
〇
億
バ
ー
ツ
を
支
出
す
る
）

で
は
、
郡
・
タ
ム
ボ
ン
行
政
区
に
基
金

の
予
算
が
配
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

タ
イ
の
地
方
行
政
体
と
地
方
自
治
体
は
、

地
方
開
発
の
役
割
分
担
に
お
い
て
潜
在

的
な
競
合
関
係
に

置
か
れ
て
き
た
が
、

分
権
化
改
革
以
降
、

地
域
の
開
発
予
算

は
主
に
自
治
体
を

執
行
主
体
と
す
る

方
針
が
定
ま
っ
て

い
た
。
今
回
の
予

算
措
置
は
、
こ
の

流
れ
を
地
方
行
政

体
に
押
し
戻
し
、

地
方
分
権
化
の
流

れ
に
ブ
レ
ー
キ
を

か
け
る
試
み
と
解

釈
で
き
よ
う
。

　

も
う
ひ
と
つ
の

動
き
は
、
自
治
体

に
新
た
な
直
接
財

源
を
も
た
ら
す
土

地
・
建
物
税
⑸
の

政
府
提
案
と
、
こ

れ
に
並
行
し
て
中

央
政
府
か
ら
自
治

体
へ
の
補
助
金
を
八
％
削
減
す
る
問
題

で
あ
る
。
表
３
を
み
る
と
、
自
治
体
の

歳
入
見
込
み
の
総
額
は
、新
た
な
土
地
・

建
物
税
に
よ
る
自
主
徴
収
分
が
増
え
る

と
見
込
ん
で
、
一
見
変
わ
ら
な
い
よ
う

に
計
画
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
治

体
に
と
っ
て
確
実
な
歳
入
で
あ
る
中
央

の
補
助
金
が
年
に
八
％
も
減
額
さ
れ
る

と
、
現
実
に
は
、
土
地
・
建
物
税
を
徴

収
で
き
る
都
市
自
治
体
だ
け
が
歳
入
を

確
保
で
き
、
こ
の
税
収
が
十
分
見
込
め

な
い
農
村
部
で
は
実
質
的
な
歳
入
減
に

陥
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
補
助

金
削
減
案
で
は
、
補
助
金
の
一
部
を
構

成
す
る
「
特
定
事
業
補
助
金
」（
国
会

議
員
と
の
交
渉
で
確
保
さ
れ
る
自
治
体

予
算
枠
）
に
リ
ス
ト
さ
れ
た
一
一
業
務

（
権
限
移
譲
さ
れ
た
道
路
補
修
、
ポ
ン

プ
式
水
道
の
維
持
、
運
動
場
の
整
備
建

設
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
整
備
、

高
齢
者
福
祉
集
会
所
整
備
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ケ
ー
ブ
ル
Ｔ
Ｖ
整
備
、
就
学
前
児

童
セ
ン
タ
ー
建
設
、
学
校
の
教
室
関
連

費
ほ
か
）
の
項
目
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

住
民
に
身
近
な
自
治
体
サ
ー
ビ
ス
の
一

部
が
削
除
の
対
象
と
な
っ
た
問
題
を
踏

ま
え
、
二
〇
一
六
年
八
月
現
在
、
地
方

分
権
委
員
会
は
前
記
業
務
の
う
ち
必
要

性
の
高
い
三
項
目
に
つ
い
て
、
政
府
と

復
活
折
衝
を
行
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
首
相
府
の
も
と
中
立
的

立
場
か
ら
分
権
化
推
進
の
役
割
を
果
た

し
て
き
た
地
方
分
権
委
員
会
の
組
織
自

体
を
内
務
省
に
移
動
さ
せ
る
案
も
現
政

権
下
で
は
浮
上
し
て
い
る
。
現
政
権
が

分
権
化
改
革
の
方
向
性
を
変
え
、
自
治

体
を
介
し
た
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
効
率
化

と
中
央
の
地
方
行
政
へ
の
回
帰
を
目
指

す
方
針
が
垣
間
み
ら
れ
る
。

表 3-1　自治体の歳入内訳（2016 年 8 月暫定版）
� （単位：100 万バーツ）

歳入の種類 歳入額（2015） 歳入額（2016）
5 月 16 日閣議決
定内示による歳
入額見込（2017）

16 年からの増減
（％）

自治体自主徴収分 61,458.00 70,000.00 112,000.00 60.00

中央政府からの地方歳入、移転
218,222.00
+109,000.00

218,940.00
+109,000.00

218,800.00
+111,000.00

-0.06
+1.83

中央政府からの補助金＊ 257,663.78 258,298.60 237,343.72 -8.11
地方自治体歳入合計 646,343.78 656,238.60 679,143.72 3.49
中央政府歳入合計 2,325,000.00 2,330,000.00 2,343,000.00 0.56
中央・地方歳入比 27.80％ 28.16％ 28.99％ 0.56
（注）表 3-2 において＊の細目を示す。
（出所）地方分権委員会。

表 3-2　自治体への補助金事業の事業リスト（2016 年 8 月暫定版）
� （単位：100 万バーツ）
一般補助金
2016 年：203,693.39
2017 年：204,964.18（暫定）

1�業務用補助金、2�移譲に伴う人員異動手当て、3�牛乳（補助給食）、
4�給食、5�義務教育教員手当て、6�義務教育（子女への補助）、7�義務教
育（教員宿舎）、8�義務教育（退職金）、9�基礎教育、10�幼児教育センター、
11�地域教育推進、12�自治体教育補助、13�教育機会を欠く児童補助、
14�地方公務員医療手当て、15�衛生サービス、16�衛生ボランティア運営、
17�高齢者年金、生活補助、18�障害者生活補助、19�Aids 患者生活補助、
20�運動場運営費、21�社会サービスセンター、22�高齢者福祉施設、
23�麻薬問題の防止・解決、24�南部派遣者特別手当て、25�南部 5県治安
問題による生活費減少への補助、26�南部国境沿い自治体での教育整備、
27�電気式ポンプ・水汲み、28�野火・煙害防止、29�倫理美徳透明性の評
価

特定事業補助金
2016 年：33,457.15
2017 年：8,517.22（暫定）

1�移譲する道路と維持、2�飲料水不足対策（村落水道）、
3�水道整備費用、4�電気式ポンプ修理、5�社会サービスセンター関連費用、
6�高齢者福祉施設関連費用、7�CCTV カメラ・関連費用、8�運動場建設費
用、9�衛星サービス所建設費用、
10 幼児教育センター建設費用、11�学校教室と関連施設建設、
12�公共地での商売規則設置費、13�学校教育教材費

（注）2017 年に削除候補の項目は〇〇と表示。
（出所）地方分権委員会。
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ま
と
め
に
か
え
て

　

こ
う
し
た
状
況
下
で
、「
汚
職
撲
滅

と
政
治
改
革
」
を
掲
げ
た
二
〇
一
六
年

憲
法
草
案
が
、
二
〇
一
六
年
八
月
七
日

の
国
民
投
票
で
過
半
数
の
賛
成
を
得
て
、

承
認
さ
れ
た
。
タ
イ
は
二
〇
一
四
年
五

月
ク
ー
デ
タ
か
ら
二
年
目
に
、
Ｎ
Ｃ
Ｐ

Ｏ
統
治
下
で
起
草
さ
れ
た
憲
法
草
案
を

承
認
す
る
重
要
な
政
治
的
節
目
を
迎
え

た
。
前
述
の
よ
う
に
政
治
改
革
の
目
標

の
ひ
と
つ
に
「
地
方
自
治
体
の
運
営
透

明
化
」
を
掲
げ
、
汚
職
摘
発
機
関
を
強

化
す
る
仕
組
み
を
備
え
た
憲
法
が
、
施

行
に
向
け
て
動
き
始
め
る
。

　

国
政
レ
ベ
ル
で
は
、
二
〇
一
七
年
末

に
同
憲
法
下
の
総
選
挙
が
予
定
さ
れ
、

地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
の
選
挙
再
開
は
、

こ
の
国
政
選
挙
後
に
ず
れ
込
む
と
予
想

さ
れ
る
。
Ｎ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
は
、
タ
ッ
ク
シ
ン

政
権
後
の
政
治
的
対
立
か
ら
の
脱
却
、

汚
職
撲
滅
の
政
治
改
革
、
混
乱
の
鎮
静

化
な
ど
の
た
め
、
民
政
移
管
後
も
憲
法

の
経
過
規
定
（
任
命
制
の
上
院
議
会
）

を
通
じ
て
首
相
指
名
ほ
か
政
治
権
力
を

保
持
す
る
と
宣
言
し
て
い
る
（
参
考
文

献
⑥
）。
こ
う
し
た
中
央
の
管
理
的
統

治
の
間
、
タ
イ
の
地
方
自
治
制
度
も
統

治
理
念
の
変
化
に
あ
わ
せ
、
変
転
す
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
特
に
小
規
模
の

農
村
部
自
治
体
を
テ
ー
サ
バ
ー
ン
に
統

廃
合
す
る
議
論
が
二
〇
一
六
年
八
月
か

ら
再
燃
し
、
論
争
を
呼
ん
で
い
る
。
国

民
投
票
で
承
認
さ
れ
た
二
〇
一
六
年
憲

法
案
は
、
自
治
体
改
革
の
具
体
的
方
針

を
明
記
せ
ず
、
前
年
に
破
棄
さ
れ
た
二

〇
一
五
年
憲
法
草
案
に
は
盛
り
込
ま
れ

て
い
た
自
治
体
運
営
の
自
律
性
や
住
民

に
よ
る
監
査
と
い
っ
た
項
目
は
み
ら
れ

な
い
。
自
治
体
運
営
の
行
方
は
、
二
〇

一
六
年
憲
法
関
連
法
の
制
定
ま
で
不
確

実
な
ま
ま
で
あ
り
、
こ
の
二
〇
年
間
の

分
権
化
の
流
れ
が
現
体
制
下
で
い
か
な

る
改
革
・
再
編
に
直
面
す
る
か
、
今
後

も
注
意
深
く
見
守
る
必
要
が
あ
る
。

（
ふ
な
つ　

つ
る
よ
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所　

環
境
・
資
源
研
究
グ
ル
ー
プ
）

《
注
》

⑴ 

本
稿
で
は
、
地
方
統
治
制
度
（Local 

Governm
ent System

）
を
、
タ
イ
の

地
方
行
政
（Local A

dm
inistration,

タ
イ
語
でSuan Phum

iphak
）
と
地

方
自
治
（Local Self Governm

ent,

タ
イ
語
でSuan Thong Thin

）
の

上
位
概
念
と
し
て
用
い
て
い
る
。

⑵ 

現
在
の
自
治
体
数
は
、
県
自
治
体
七

六
カ
所
、
テ
ー
サ
バ
ー
ン
二
四
四
一

カ
所
（
う
ち
タ
ム
ボ
ン
か
ら
格
上
げ

さ
れ
た
テ
ー
サ
バ
ー
ン
・
タ
ム
ボ
ン

二
二
三
三
カ
所
）、
タ
ム
ボ
ン
自
治

体
五
三
三
四
カ
所
で
あ
る
（
内
務
省

二
〇
一
五
年
一
一
月
六
日
付
け
文
書

よ
り
）。

⑶ 

た
だ
し
、
一
九
九
七
年
憲
法
の
規
定

に
よ
り
、
カ
ム
ナ
ン
や
村
長
は
、
首

長
の
直
接
公
選
後
は
、
自
治
体
の
運

営
に
直
接
携
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑷ 

「
公
務
担
当
者
で
審
査
を
受
け
て
い

る
者
の
追
加
リ
ス
ト
に
関
す
る
布

告
」
は
、
二
〇
一
六
年
八
月
二
五
日

ま
で
に
計
六
号
出
さ
れ
た
。

⑸ 

政
府
が
二
〇
一
六
年
六
月
七
日
の
閣

議
で
原
則
了
承
し
た
「
土
地
・
建
物

税
草
案
」
は
、
一
九
三
二
年
土
地
建

物
税
と
一
九
六
五
年
土
地
維
持
税
を

統
合
し
自
治
体
の
直
接
徴
収
を
増
や

す
目
的
で
、
草
案
を
作
成
中
で
あ
る

（
タ
イ
首
相
府
ニ
ュ
ー
ス
よ
り
）。
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